
別紙（様式４）

1 ２ 人

2 ２２ 件

3 5 件
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【１６頁】
　所有者が本計画の目標期限を強く意識するような、所
有者へのメッセージ発信が最初に有るべきではないの
か。これなくしては情報発信も支援も空振りに終わる。少
なくとも現時点で耐震性が不十分と小樽市が認識してい
る住宅の所有者には文書にて本計画概要を示すような
行為が必要と考える。

　所有者の耐震化に関する意識の向上が耐震化促進のためには重要と
考えており、所有者へのメッセージ発信は、１４頁 「２ 耐震化促進に向け
た各主体の役割」の（１）所有者の役割がそれに当たるものと考えていま
す。いただいた御意見については、今後の施策を実施する際の参考とさ
せていただき、所有者に耐震化の必要性を認識してもらう情報発信に努
めてまいります。

【１６頁】
　居住者は自分が住んでいる家屋の耐震性のほかに、
自宅に隣接する家屋の耐震性、自宅からバス通り等の幹
線道路までの道のりに隣接する家屋の耐震性に興味を
持つべきである。これらの情報つまり自分が居住していな
い家屋の耐震性などを公開するようなことは可能なのか。
これらに近い地域情報が公開されないと、地域視点での
課題認識は醸成されない。

　市では個々の家屋の耐震性の情報を持ち合わせていないことと合わ
せ、個々の家屋の耐震性などを公開することは、個人情報の関係から難
しいものと考えています。

【１０頁】
　第１～３次緊急輸送道路について主な道路を図等で示
すことはできないか。

　御意見を踏まえ、１０頁 表４－３の道路特性の欄に主な道路を記載しま
す。図については今後作成する資料編に入れます。

【１１頁】
　前計画において住宅・建築物の耐震化率９５％が未達
成であった理由、原因が示されおらず、令和７年度に９
５％とするとの先送りの内容である。後述される第６住宅・
建築物の耐震化促進に向けた施策に繋がるような文面と
すべきではないのか。

　御意見を踏まえ、第６の施策に繋がるよう、第５ 住宅・建築物の耐震化
促進に向けた取組方針の１５頁「３ 住宅・建築物の耐震化促進に向けた
施策の方向」に、前計画の目標未達成の要因について記載します。

【１４頁】
　所有者の役割が適正に行われるように、小樽市は所有
者に対しての指導に近い強い要請行為を役割として登
録すべきではないのか。

　基本的な取組方針としての市の役割は、所有者が行う耐震化の取組を
できる限り支援することであり、指導に近い強い要請行為については、耐
震化が行われない場合の次の段階での対応であることから、ここで記載
するべき内容ではないと考えるため、素案のとおりとします。

【３頁、１１頁】
　本計画期間の最終年度が令和７年度である理由が不
明である。
　住宅・建築物の耐震化率を９５％にする目標期限が令
和７年度である理由・根拠が不明である。

　計画期間の最終年度（目標期限）は、３頁 「４　計画期間」に記載してい
るとおり、北海道耐震改修促進計画を踏まえて設定し、北海道の計画の
最終年度に合わせたものです。

【３頁】
　計画の目的に住宅・建築物の計画的かつ効果的な耐
震化を促進と記載されるが、「効果的」の意味がよくわか
らない。小樽市の行政効率なのか所有者の投資対効果
を指すのか。

　御意見のとおり、所有者には効果的、市は効率的に耐震化を促進する
ものとし「効果的・効率的」と修正いたします。

【９頁】
　防災拠点建築物が令和２年度末時点で１４棟あると記
載されるが、過不足状況を明確にすべきである。

　 ここでの防災拠点建築物は、北海道耐震改修促進計画で示されてい
る法で耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物（９頁
参照：２２棟）のうち、小樽市地域防災計画で避難所に位置付けられたも
のとして、１４棟が該当することを記載したものであるため、素案のとおりと
します。

【共通】
　家屋の所有者・住居者を含む多くの市民などに本計画
を周知徹底させる必要から、本計画を策定している部署
と連絡先(電話番号、メールアドレス)などは表紙あるいは
最終頁などに記載すべきである。

　御意見のとおり最終頁に担当部署と連絡先を記載します。

【共通】
　前計画(第２次小樽市耐震改修促進計画)の総括と本計
画へのフィードバックが不明瞭であるし、特に前計画の未
達成理由が未記載である。第４にその一部が記載される
が、目次レベルで構成を見直すべきである。

　御意見を踏まえ、第５ 住宅・建築物の耐震化促進に向けた取組方針の
１５頁「３ 住宅・建築物の耐震化促進に向けた施策の方向」に、前計画の
目標未達成の要因について記載します。

【２頁】
　表１―１の右列に北海道と小樽市の耐震改修促進計画
策定・改定を追記したほうが良い。

　２頁 表１－１はこれまでの主な大規模地震と法令等の変遷を示したもの
で、御意見のありました計画の策定・改定につきましては、３頁の図１－１
に記載していることから、素案のとおりとします。
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＊ 同じ内容の意見が複数ある場合は、「意見等の概要」の最後に件数を記載してください。

＊ 計画等の案を修正した場合は、「市の考え方等」の欄に修正箇所を併せて記載してください。

【１６頁】
　小樽市は高齢者の一人暮らしが多く、子供も小樽市に
住む予定がない、自分はいつまで住めるか分からない事
情等や、年金だけでは暮らせない時代で、貴重な老後
資金を必要がないと思っている耐震化に投じるのか。
従って、耐震化の支援は金銭的支援が不十分であり、
もっと検討した方がよい。

　所有者への金銭的な支援につきましては、１６頁に今後、所有者のニー
ズに応じて、新たな補助制度等の創設について検討する旨、記載してい
るところです。いただいた御意見については、今後の施策を実施する際
の参考とさせていただきます。

　住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及については、
広く周知することが必要と考えておりますので、いただいた御意見は、今
後の施策を実施する際の参考とさせていただきます。

【１７頁】
　２ 住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の
普及では、今まで社会を支えて頂いた功労者に協力を
仰ぐような視点での活動が必要な気がする。

【１８頁】
　町内会の構成員は高齢化が深刻で若い世代や移住者
は町内会に入らない傾向があるようで、まともに機能しな
い町内会が存在すると思う。自主防災組織等は、役所が
中心になって、各地域から協力者を募り組織させ、名誉
職として活動させるぐらいでないと、機能しないように思
う。

　少子高齢化、また、地域住民の連帯意識や町内会活動への関心が薄
れていること、役員の成り手不足など、町内会活動・運営の課題はありま
すが、災害時の対応ではお互いに助け合う共助が大きな役割を果たすこ
とから、市としても地域で助け合う自主防災組織の育成に努めているとこ
ろです。
　いただいた御意見を参考とさせていただき、住民組織やボランティア及
びその関係団体との連携・協力体制を充実させる取組に努めてまいりま
す。

　税の減額等に関する情報については、工事発注者となる建物所有者
への耐震改修工事のＰＲ等に繋がることもあるため、建築業者などに情報
提供することも考えております。いただいた御意見を踏まえ、今後どのよう
な周知方法があるか検討させていただきます。

　地震防災マップのひとつである揺れやすさマップについては、本計画
の公表予定である４月を目途にホームページにアップできるよう作業を進
めています。本計画の概要や揺れやすさマップなどについて、市ホーム
ページ以外にも町内回覧やＳＮＳなど様々な媒体を利用し周知に努めて
まいります。

　北海道が開催するセミナー等の内容には一般向けもあることから、市民
としています。
　本計画は、市民が安全で安心した生活を送るために、住宅・建築物の
耐震化促進を目的としており、耐震化に関する基本的な取組方針では、
地震防災対策を所有者自らの問題だけではなく地域の問題として意識し
て取り組むことが重要としていることや、耐震化促進のためには、その必
要性の認識など所有者を含めた市民の意識の向上が重要と考えており
ますので、素案のとおりとします。

【１８頁】
　市民向けセミナーの開催等において、所有者の耐震性
の必要性についての意識が低いことの対策として、ホー
ムページや広報おたるの活用が記載されるが、この施策
では情報発信手段の展開力が弱く、ましてや意識の低さ
の改善には繋がらない。

　耐震化については、様々な媒体を利用し広く周知することが必要と考え
ておりますので、引き続き所有者の意識の向上を促す情報の発信に努め
てまいります。

【１８頁】
　市民向けセミナーの開催等において、町内会単位での
情報提供を行うとあるが、所有者の意識低さ改善に繋が
るとは思えない。そもそもどんな情報を町内会に発信する
のか。

　これまで町内回覧を利用し、計画の要旨や耐震診断支援の内容、ブ
ロック塀等の適正な維持管理などについて発信しており、今後も耐震診
断支援の情報を含め、耐震化の促進に寄与する情報の発信に努めてま
いります。

【１８頁】
　町内会等に対して危険箇所の点検や耐震化のための
啓発活動が期待されると記載されるが、これは小樽市が
勝手にそのように考えているのではと危惧する。このよう
な責務を町内会に期待するのであれば、耐震化が必要
な住宅を町内会に開示することなどが必要である。

　市では個々の家屋の耐震性の情報を持ち合わせていないことと合わ
せ、個々の家屋の耐震性などを公開することは、個人情報の関係から難
しいものと考えています。

【１９頁】
　耐震診断が義務付けられた建築物の所有者に対する
指導や勧告、命令は、あまり強力的で一方的でない方が
良いように思う。このような建築物は、所有者と使用者が
異なっていると思われ、使用者に不利益が及ばないこと
や、生活基盤を脅かすことがなく、所有者がしっかり責務
を果たすように監視する仕組みが欲しいと思う。

　耐震診断が義務付けられた民間大規模建築物の所有者には、これま
で耐震化の状況についてヒアリング調査等を実施しており、今後も引き続
きヒアリング調査等を行うとともに、補助制度を利用しての耐震化を働きか
けてまいります。

【１７頁】
　税の減額等に関する情報提供は本計画においても
ホームページでの情報発信が主体なのか。小樽市の
ホームページへのアクセス頻度及び市外在住の所有者
が存在することなどからホームページ及び広報誌の活用
では不十分である。

【１７頁】
　地震防災マップをホームページに公開するのはいつな
のか。また、市民への周知徹底の視点からホームページ
への登録だけでは全く不十分。地震防災マップを含む耐
震促進の冊子などを作成し居住者に配布するようなこと
が必要と考える。

【共通、１８頁】
　市民向けセミナーの開催等：文面から市民向けではな
く所有者向けなのではないのか。
　本計画において市民と所有者という言葉の使い方は、
居住者と所有者に分けて見直すべきではないのか。

【１６頁】
　木造の戸建て住宅を対象に一般診断プログラムを活用
した無料耐震診断を実施と記載されているが、対象住宅
に対してどの程度の診断実績があるのか。所有者、居住
者に本施策が十分周知徹底されているとは思えない。小
樽市がすべての木造住宅の診断を行い、その結果を所
有者に送付することで課題認識を持たせることができるの
ではないか。

　無料耐震診断の実績としては、前計画期間中（平成28年度から令和２
年度まで）は８件です。
　住宅・建築物の耐震化については、所有者が主体的に努める必要があ
り、市は耐震診断の支援を行っているところです。町内回覧などにより耐
震診断支援を周知していますが、今後もより利用が図られるよう広く周知
に努めてまいります。

2


